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２００７年 ３月 ２０日 

国際線「燃油特別付加運賃」（燃油サーチャージ）の改定を申請 

 

ＡＮＡグループは、本日２００７年３月２０日（火）、国際線における「燃油特別付加運賃」（いわゆ

る燃油サーチャージ）の運賃額改定を国土交通省に申請いたしました。燃油の市況価格が「燃油

特別付加運賃」の改定条件として付記した内容に適合したために、同運賃の値下げを申請いたし

ました。 

燃油価格は依然高水準にあり、お客様には引き続き「燃油特別付加運賃」のご負担をお願い

することとなりますが、何卒、ご理解のほどお願い申し上げます。 

 

燃油特別付加運賃額改定の概要 

 

１．適用開始 ： ２００７年５月１日（火） 航空券発券分より 

 

２．運 賃 額 ： 次の運賃を日本発の国際線区間に適用（１旅客１区間片道当たり） 

路線 
4 月 1 日以降 

適用額 

5 月 1 日以降 

改定額 

日本＝欧州･北米･中東 １２,０００円 １１,０００円 

日本＝ﾊﾜｲ・ﾀｲ･ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ･ﾏﾚｰｼｱ ８,７００円 ７,７００円 

日本＝台湾・ｸﾞｱﾑ・ﾍﾞﾄﾅﾑ ５,２００円 ４,６００円 

日本＝香港 ５,２００円 ４,６００円 

日本＝中国 ４,１００円 ３,６００円 

日本＝韓国 １,７００円 １,４００円 

 

３．改定（廃止）条件： 

 

（１） 毎月１０日（１０日が営業日でない場合は、翌営業日）時点で公表（※１）されているシンガ

ポールケロシン市況価格を確認し、その価格が直近３０営業日（※２）連続して１バレル当

たり７０米ドルを下回った場合、翌々月の１日発券分から別紙の運賃額を上限に関係国

政府に運賃額の変更を申請いたします。以降、市況価格が ３０営業日連続して基準を下

回るごとに運賃額の変更を申請いたします。（運賃表を参照） 

 

（２） 毎月１０日（１０日が営業日でない場合は、翌営業日）時点で公表（※１）されているシンガ

ポールケロシンの市況価格を確認し、その価格が直近３０営業日（※２）連続して１バレル

当たり米４５ドルを下回った場合は、翌々月の１日発券分から本運賃は廃止いたします。 

※１ 米国エネルギー省ホームページにて公表されている数値 

※２ 市場においてシンガポールケロシンの売買のあった日 

 

全日空広報室 03-6735-1111 成田 0476-34-7042 羽田 03-5757-5548 伊丹 06-6856-0270 関西 072-456-7342 



 

４．適用条件： 

(1) 燃油特別付加運賃は全てのお客様にご負担いただくもので、大人・小児・幼児ともに同額と 

なります。また、AMC マイレージ特典航空券ご利用の場合も同額となります。  

(2) 航空券ご購入後の払戻しの際、本運賃には取消手数料・払戻し手数料は適用されません。 

全額払戻しいたします。  

(3) 関係国政府の認可条件によって、適用額が予告なしに変更となる場合があります。   

 

以 上 
 
 
 
 

＜運賃表＞ 
 

  

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙｹﾛｼﾝ市況 

価格の基準価格 

 

30 営業日連続

で 70 米ﾄﾞﾙを 

下回った場合 

30 営業日連続

で 65 米ﾄﾞﾙを

下回った場合

30 営業日連続

で 60 米ﾄﾞﾙを

下回った場合

30 営業日連続

で 55 米ﾄﾞﾙを 

下回った場合 

30営業日連続

で 50 米ﾄﾞﾙを 

下回った場合 

日本=欧州･北米･中東 9,700 円 7,400 円 6,000 円 4,000 円 2,000 円 

日本＝ハワイ・タイ 

・シンガポール・マレーシア 
6,500 円 5,200 円 3,900 円 2,600 円 1,300 円 

日本＝香港・ベトナム 

・グアム・台湾 
3,900 円 3,100 円 2,300 円 1,700 円 900 円 

日本＝中国 2,900 円 2,400 円 1,800 円 1,300 円 800 円 

日本＝韓国 1,200 円   900 円 700 円 500 円 300 円 

 


